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(57)【要約】
【課題】従来は、対の第一溝形部に、ホイールユニット
のサポート板（板材）を挿入する構造で、また、フレー
ム材は、端面視してコ字形の第一溝形部と、繋ぎ部を介
して、同形の第二溝形部と、第二溝形部を繋ぐ底壁で構
成し、第二溝形部が、第一溝形部のリップの口縁の外側
に設ける構造であり、荷重に対して、弱く、その分散の
効率化に問題を残す。サポート板の挿脱と、組付け作業
の容易化に問題を残す。
【構成】略コ字形の受け溝は、上端辺、開口、及び下端
辺、並びに上下端辺を連結する上側面部、及び下端辺に
連設し底部に向かって、外向きに傾斜した傾斜連続部、
並びに傾斜連続部に連設した下側面部、及び下側面部を
連結する底部でなる連続したフレームと、受け溝に挿入
される対の側面枠体、及び側面枠体に架承した複数のホ
イール、並びに軸受凹部に設けた複数の軸で構成したホ
イールユニットと、でなるホイールコンベア。
【選択図】図５－１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対峙関係となる対の内向き上端辺、及びこの対の上端辺間に形成した開口、並びにこの
対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及びこの対の上下端辺をそれぞれ
連結する対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、この対の受け溝の下端辺に、
それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と、この対の傾
斜連続部の自由端に、それぞれ連設して底部に向かって設けた対の下側面部と、この対の
下側面部のそれぞれの下端に連結する底部で、短手方向を形成し、この短手方向の形状を
、その長手方向に連続する構成としたフレームと、
　このフレームの長手方向の受け溝に挿入される対の側面枠体と、この対の側面枠体に設
けた複数のホイールと、このホイールを回転自在に架承する前記対の側面枠体に設けた複
数の軸で構成したホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベア。
【請求項２】
請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　前記フレームの対の受け溝を、対の上端辺が、対の下端辺に対して、それぞれ内向きに
突出し、かつこの対の上下端辺を連結する対の上側面部で構成し、また、前記フレームの
対の下側面部は、対の外向きに傾斜した傾斜連続部より垂下した対の垂直下側面部と、こ
の対の垂直側面部の自由端に、それぞれ連設した対の内向き傾斜下側面部で構成し、前記
対の上側面部は、前記対の垂直下側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成される構成とした
ホイールコンベア。
【請求項３】
請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　前記フレームの対の受け溝を、対の上端辺が、対の下端辺に対して、それぞれ内向きに
突出し、かつこの対の上下端辺を連結する対の上側面部で構成し、また、前記フレームの
対の下側面部は、対の外向きに傾斜した傾斜連続部より、内向きに傾斜した対の傾斜下側
面部で構成し、この対の下側面部と、前記対の傾斜連続部が連結した対の繋部が、前記対
の上側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成される構成としたホイールコンベア。
【請求項４】
請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　前記フレームは、その長手方向に連続して形成されており、押出し成形か、又は引抜き
成形で形成される構成としたホイールコンベア。
【請求項５】
請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　前記底部は、凹部を形成する構成としたホイールコンベア。
【請求項６】
請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　前記ホイールユニットは、樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、この対の側面枠体
間に差渡し設けられた複数本の差渡し杆で構成されており、この対の側面枠体は、短手方
向において膨出したアーチ形状で、かつその長手方向の端部をＲ形状とするとともに、こ
の対の側面枠体の上面の長手方向に適宜間隔で、軸落込み方式の軸受凹部を形成し、この
軸受凹部に、金属、又は樹脂製でなるホイールの軸を装着する構成としたホイールコンベ
ア。
【請求項７】
請求項６に記載のホイールコンベアであって、
　前記ホイールユニットの対の側面枠体の上面の長手方向に、適宜間隔をおいて、複数の
突起を設けるとともに、この突起を、前記対の側面枠体の上面に左右均等に配備する構成
としたホイールコンベア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、鋼製のフレームと、複数の樹脂製のホイールユニットで構成されたホイール
コンベアであって、フレームに複数のホイールユニットを組立て、かつ分解自在とし、掃
除が容易なホイールコンベアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のホイールコンベアとしては、種々の構造が提案されているので、以下、
順に説明する。
【０００３】
　文献（１）は、国際公開番号ＷＯ２００５／０７０７９２の「ホイールコンベア」であ
る。この発明は、左右のサポート板に開設したピン孔に、ホイールの車軸を差込み、この
ホイールをサポート板に回転自在に支持したホイールユニットと、このホイールユニット
のサポート板が、長手方向へ移動可能に挿入される対の第一溝形部、この対の第一溝形部
に、それぞれ連設される対の繋ぎ部、及び対の繋ぎ部に、それぞれ連設され、かつ前記第
一溝形部の上端に形成した口縁よりも外方へ膨らむ形に形成された対の第二溝形部、並び
にこの対の第二溝形部を繋ぐ底壁（この第二溝形部と底壁で、底部溝形部とする）で構成
したフレーム材とで構成されるものであり、ホイールユニットをフレーム材の溝内へ組入
れる構成であって、分解・掃除が容易であり、また、制振機能と、捕塵機能を備えたホイ
ールコンベアの提供を意図する。
【０００４】
　また、文献（２）は、特開平５－２３８５２７の「ローラコンベヤ」である。この発明
は、左右一対の側枠の内側の長手方向に向かって、それぞれ軸受板係合部を凹設し、この
軸受板係合部に、コンベヤローラの両端を支承する左右一対の軸受板を架承する構成であ
り、この軸受板係合部に、コンベヤローラの軸受板を複数基、抜差し自在に設けたことを
特徴とし、ローラコンベヤの組み立てを、簡単、かつ容易にすることを意図する。
【０００５】
　さらに、文献（３）は、実開昭６３－６７５２６の「ローラテーブルのローラ取付構造
」である。この考案は、左右一対の側枠の内壁の長手方向において、適宜間隔で挿入溝を
設け、この挿入溝に、ローラの支持ピンを挿入する構造であり、この支持ピンとローラが
相対回転自在とすることを特徴とし、ローラの取付け作業の容易化を意図する。そして、
この文献（３）は、ローラの荷重を、左右一対の側枠の内壁で支持し、この内壁より外方
に拡張した（外側に位置する）外壁に伝える構造であり、このローラに対する荷重を、フ
レーム全体で、支持することで、耐久性の向上と、荷重を効率的に分散し、例えば、金属
疲労の発生を回避すること等を意図する。
【０００６】
　また、文献（４）は、実開平４－９７７０９の「ホイールコンベヤ」である。この考案
は、左右一対のフレームの上端の逆Ｕ字状折曲げ部に支持溝を形成し、この支持溝の口縁
の外側に、フレームの本体部を設けた構成であり、この支持溝に、ホイールシャフトを嵌
入し、この支持溝の近傍に、球面状凸部を設けたことを特徴とし、例えば、ホイールシャ
フトのガタツキ防止と、また、このホイールシャフトの着脱の容易化と、ホイールシャフ
トの抜け防止を図ること等を意図する。
【０００７】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０７０７９２
【特許文献２】特開平５－２３８５２７
【特許文献３】実開昭６３－６７５２６
【特許文献４】実開平４－９７７０９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　文献（１）は、対の第一溝形部に、ホイールユニットのサポート板（板材）を挿入する
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構造である。従って、サポート板の挿脱が困難視されること、また、組付け作業の容易化
に問題を残すこと等の改良点がある。また、フレーム材は、端面視してコ字形の対の第一
溝形部と、繋ぎ部を介して設けた同形の対の第二溝形部と、この対の第二溝形部を繋ぐ底
壁で構成し、この第二溝形部を、第一溝形部のリップの口縁の外側に設けることと、前記
サポート板を板材とすることを特徴とする構造である。従って、搬送製品（物品・品物）
及び／又はホイールユニット（自重）による荷重（以下、荷重とする）に対して、弱く、
また、荷重を効率的に分散する構造でなく、例えば、金属疲労を招来する虞が考えられる
。
【０００９】
　また、文献（２）は、側枠に凹設した軸受板係合部に、コンベヤローラの両端を支承す
る軸受板（板材）を架承する構成である。従って、軸受板の挿脱が困難視されること、ま
た、組付け作業の容易化に問題を残すこと、又はこの側板は、板材であるので、耐荷重性
に対して問題が考えられること等の改良点がある。さらに、この文献（２）は、側枠は、
扁平鋼材と、軸受板係合部、タッププレート嵌合用空所等を備えた異形鋼材との一体構造
であることから、構造が複雑となること、コストの上昇を招来すること、又は組付け作業
の容易化に問題を残すこと等の問題点を有する。
【００１０】
　さらに、文献（３）は、左右一対の側枠の内外壁の位置関係と、傾斜した繋ぎ部を介し
て、荷重を支持する構造であり、有益である。しかし、この側枠にローラを、連続的に支
持することは、困難視されること、及び／又は、搬送製品の大きさ、形状等の形態が限定
されること等の改良点がある。そして、また、この文献（３）は、側枠の上部を外側方に
巻回し状に屈曲する二重壁構造であり、構造が複雑となること、また、製造に手間を要す
ること等の問題点を有する。
【００１１】
　また、文献（４）は、単独の支持溝に、一本のホイールシャフトを、個別に支持する構
造である。従って、ホイールを、連続的に支持することは、困難視されること、及び／又
は、搬送製品の大きさ、形状等の形態が限定されること等の改良点がある。そして、また
、この文献（４）は、フレームは、板材を押出し成形等で、垂直形状に成形加工した構造
であり、荷重に対して、弱く、また、荷重を効率的に分散する構造でなく、例えば、金属
疲労を招来する虞が考えられる。
【００１２】
　尚、文献（２）～（４）の発明、考案等では、分別資源及び／又はゴミ等の処理（取扱
い）を意図しないので、この分別の問題と、資源の有効利用、並びに再利用、さらにはコ
ストの削減化等（分別の合理化）に問題を残している。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明は、フレームを、対の受け溝と、対の傾斜連続部、並びに底部を備えた
対の下側面部で構成することで、荷重に対して、強く、また、荷重を効率的に分散できる
構造とし、例えば、金属疲労の発生を軽減すること、又はフレームを、押出し成形か、又
は引抜き成形で形成できる構成とすること等を意図する。また、この請求項１の発明は、
ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に、簡易、かつスムーズに、組付け、又は取
外し（着脱）できる構造を提供すること、分別の合理化の追求（ホイールユニットの分別
及び／又は組付け）を図りつつ、かつホイールユニットの着脱及び／又は分解の容易化を
図ること等を意図する。そして、この請求項１の発明は、ホイールユニットの対の側面枠
体に、複数のホイールを、簡易、かつスムーズに、着脱できる構造を提供することを意図
する。
【００１４】
　請求項１は、対峙関係となる対の内向き上端辺、及びこの対の上端辺間に形成した開口
、並びにこの対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及びこの対の上下端
辺をそれぞれ連結する対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、この対の受け溝
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の下端辺に、それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と
、この対の傾斜連続部の自由端に、それぞれ連設して底部に向かって設けた対の下側面部
と、この対の下側面部のそれぞれの下端に連結する底部で、短手方向を形成し、この短手
方向の形状を、その長手方向に連続する構成としたフレームと、
　このフレームの長手方向の受け溝に挿入される対の側面枠体と、この対の側面枠体に設
けた複数のホイールと、このホイールを回転自在に架承する前記対の側面枠体に設けた複
数の軸で構成したホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベアである。
【００１５】
　請求項２の発明は、請求項１の目的を達成すること、この目的を達成するに最適な、フ
レームで、かつ荷重に対応できる（荷重を有効に吸収、かつ分散できる）構造を提供する
ことを意図する。
【００１６】
　請求項２は、請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　前記フレームの対の受け溝を、対の上端辺が、対の下端辺に対して、それぞれ内向きに
突出し、かつこの対の上下端辺を連結する対の上側面部で構成し、また、前記フレームの
対の下側面部は、対の外向きに傾斜した傾斜連続部より垂下した対の垂直下側面部と、こ
の対の垂直側面部の自由端に、それぞれ連設した対の内向き傾斜下側面部で構成し、前記
対の上側面部は、前記対の垂直下側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成される構成とした
ホイールコンベアである。
【００１７】
　請求項３の発明は、請求項１の目的を達成すること、この目的を達成するに最適な、フ
レームで、かつ荷重に対応できる（荷重を有効に吸収、かつ分散し、しかも成形が容易な
）構造を提供することを意図する。
【００１８】
　請求項３は、請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　前記フレームの対の受け溝を、対の上端辺が、対の下端辺に対して、それぞれ内向きに
突出し、かつこの対の上下端辺を連結する対の上側面部で構成し、また、前記フレームの
対の下側面部は、対の外向きに傾斜した傾斜連続部より、内向きに傾斜した対の傾斜下側
面部で構成し、この対の傾斜下側面部と、前記対の傾斜連続部が連結した対の繋部が、前
記対の上側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成される構成としたホイールコンベアである
。
【００１９】
　請求項４の発明は、請求項１の目的を達成すること、この目的を達成するに最適な、フ
レームの成形方法を提供することを意図する。
【００２０】
　請求項４は、請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　前記フレームは、その長手方向に連続して形成されており、押出し成形か、又は引抜き
成形で形成される構成としたホイールコンベアである。
【００２１】
　請求項５の発明は、請求項１の目的を達成すること、この目的を達成するに最適な、フ
レームで、かつ荷重に対応できる構造を提供することを意図する。
【００２２】
　請求項５は、請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　前記底部は、凹部を形成する構成としたホイールコンベアである。
【００２３】
　請求項６の発明は、ホイールユニットの樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体間に、適
宜間隔で差渡した、複数本の樹脂製の差渡し杆で構成することで、荷重に対して、強く、
また、荷重を効率的に分散できる構造とし、例えば、樹脂劣化の発生を軽減すること、又
は容易な成形ができる構成とすること等を意図する。また、この請求項６の発明は、ホイ
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ールユニットを、フレームの対の受け溝に、簡易、かつスムーズ、並びに傷を付けずに、
着脱できる構造を提供すること、分別の合理化の追求を図りつつ、かつホイールユニット
の着脱及び／又は分解の容易化を図ること等を意図する。そして、この請求項６の発明は
、ホイールユニットの対の側面枠体に、複数のホイールを、簡易、かつスムーズに、着脱
できる構造を提供することを意図する。
【００２４】
　請求項６は、請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　前記ホイールユニットは、樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、この対の側面枠体
間に差渡し設けられた複数本の差渡し杆で構成されており、この対の側面枠体は、短手方
向において膨出したアーチ形状で、かつその長手方向の端部をＲ形状とするとともに、こ
の対の側面枠体の上面の長手方向に適宜間隔で、軸落込み方式の軸受凹部を形成し、この
軸受凹部に、金属、又は樹脂製でなるホイールの軸を装着する構成としたホイールコンベ
アである。
【００２５】
　請求項７の発明は、請求項６の目的を達成すること、この目的を達成するに最適な、ホ
イールユニットを、フレームの受け溝に着脱できる構造を提供することを意図する。
【００２６】
　請求項７は、請求項６に記載のホイールコンベアであって、
　前記ホイールユニットの対の側面枠体の上面の長手方向に、適宜間隔をおいて、複数の
突起を設けるとともに、この突起を、前記対の側面枠体の上面に左右均等に配備する構成
としたホイールコンベアである。
【発明の効果】
【００２７】
　請求項１の発明は、対峙関係となる対の内向き上端辺、及び対の上端辺間に形成した開
口、並びに対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及び対の上下端辺をそ
れぞれ連結する対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、対の受け溝の下端辺に
、それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と、対の傾斜
連続部の自由端に、それぞれ連設して底部に向かって設けた対の下側面部と、対の下側面
部のそれぞれの下端に連結する底部で、短手方向を形成し、短手方向の形状を、長手方向
に連続する構成としたフレームと、
　フレームの長手方向の受け溝に挿入される対の側面枠体と、対の側面枠体に設けた複数
のホイールと、ホイールを回転自在に架承する対の側面枠体に設けた複数の軸で構成した
ホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベアである。
【００２８】
　従って、この請求項１は、フレームを、対の受け溝と、対の傾斜連続部、並びに底部を
備えた対の下側面部で構成することで、荷重に対して、強く、また、荷重を効率的に分散
できる構造とし、例えば、金属疲労の発生を軽減できること、又はフレームを、押出し成
形か、又は引抜き成形で形成できる構成となること等の特徴を有する。また、この請求項
１は、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に、簡易、かつスムーズに、組付け、
又は取外し（着脱）できる構造を提供できること、分別の合理化の追求を図りつつ、かつ
ホイールユニットの着脱及び／又は分解の容易化が図れること等の実益を有する。そして
、この請求項１は、ホイールユニットの対の側面枠体に、複数のホイールを、簡易、かつ
スムーズに、着脱できる構造を提供できる特徴を有する。
【００２９】
　請求項２の発明は、請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　フレームの対の受け溝を、対の上端辺が、対の下端辺に対して、それぞれ内向きに突出
し、かつ対の上下端辺を連結する対の上側面部で構成し、また、フレームの対の下側面部
は、対の外向きに傾斜した傾斜連続部より垂下した対の垂直下側面部と、対の垂直側面部
の自由端に、それぞれ連設した対の内向き傾斜下側面部で構成し、対の上側面部は、対の



(7) JP 2010-23980 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

垂直下側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成される構成としたホイールコンベアである。
【００３０】
　従って、請求項２は、請求項１の目的を達成できること、この目的を達成するに最適な
、フレームで、かつ荷重に対応できる（荷重を有効に吸収、かつ分散できる）構造を提供
できること等の特徴を有する。
【００３１】
　請求項３の発明は、請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　フレームの対の受け溝を、対の上端辺が、対の下端辺に対して、それぞれ内向きに突出
し、かつ対の上下端辺を連結する対の上側面部で構成し、また、フレームの対の傾斜下側
面部は、対の外向きに傾斜した傾斜連続部より、内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で構
成し、対の下側面部と、対の傾斜連続部が連結した繋部が、対の上側面部と同じ垂直面に
、それぞれ形成される構成としたホイールコンベアである。
【００３２】
　従って、請求項３は、請求項１の目的を達成できること、この目的を達成するに最適な
、フレームで、かつ荷重に対応できる（荷重を有効に吸収、かつ分散し、しかも成形が容
易な）構造を提供できること等の特徴を有する。
【００３３】
　請求項４の発明は、請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　フレームは、その長手方向に連続して形成されており、押出し成形か、又は引抜き成形
で形成される構成としたホイールコンベアである。
【００３４】
　従って、請求項４は、請求項１の目的を達成できること、この目的を達成するに最適な
、フレームの成形方法を提供できること等の特徴を有する。
【００３５】
　請求項５の発明は、請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　底部は、凹部を形成する構成としたホイールコンベアである。
【００３６】
　従って、請求項５は、請求項１の目的を達成できること、この目的を達成するに最適な
、フレームで、かつ荷重に対応できる構造を提供できること等の特徴を有する。
【００３７】
　請求項６の発明は、請求項１に記載のホイールコンベアであって、
　ホイールユニットは、樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、対の側面枠体間に差渡
し設けられた複数本の差渡し杆で構成されており、対の側面枠体は、短手方向において膨
出したアーチ形状で、かつ長手方向の端部をＲ形状とするとともに、対の側面枠体の上面
の長手方向に適宜間隔で、軸落込み方式の軸受凹部を形成し、軸受凹部に、金属、又は樹
脂製でなるホイールの軸を装着する構成としたホイールコンベアである。
【００３８】
　従って、請求項６は、ホイールユニットの樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体間に、
適宜間隔で差渡した、複数本の樹脂製の差渡し杆で構成することで、荷重に対して、強く
、また、荷重を効率的に分散できる構造とし、例えば、樹脂劣化の発生を軽減できること
、又は容易な成形ができる構成となること等の特徴を有する。また、この請求項６は、ホ
イールユニットを、フレームの対の受け溝に、簡易、かつスムーズ、並びに傷を付けずに
、着脱できる構造を提供できること、分別の合理化の追求を図りつつ、かつホイールユニ
ットの着脱及び／又は分解の容易化が図れること等の実益がある。そして、この請求項６
は、ホイールユニットの対の側面枠体に、複数のホイールを、簡易、かつスムーズに、着
脱できる構造を提供できる特徴がある。
【００３９】
　請求項７の発明は、請求項６に記載のホイールコンベアであって、
　ホイールユニットの対の側面枠体の上面の長手方向に、適宜間隔をおいて、複数の突起
を設けるとともに、突起を、対の側面枠体の上面に左右均等に配備する構成としたホイー
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ルコンベアである。
【００４０】
　従って、請求項７は、請求項６の目的を達成できること、この目的を達成するに最適な
、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に着脱できる構造を提供できること等の特
徴を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　本発明の一例を説明する。
【００４２】
　図面の説明をすると、図１－１はフレームの第一実施例の斜視図、図１－２は図１－１
の正面図、また、図２－１はフレームの第二実施例の斜視図、図２－２は図２－１の正面
図、図３はホイールベース（対の側面枠体と、この対の側面枠体に設けた差渡し杆と、こ
の対の側面枠体の上面に軸受凹部を設けた構造のホイールベース）の平面図、図４－１は
ホイールユニットの第一実施例を示した分解図、図４－２はホイールユニットの第二実施
例を示した分解図、図５－１はフレームとホイールユニットの第一実施例との関係を示し
た斜視図、また、図５－２はフレームとホイールユニットの第二実施例との関係を示した
斜視図、図６－１は第一実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視図、
図６－２は第二実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視図、第７－１
は第一実施例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図、第７－２は第二実施
例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図である。
【００４３】
　図１－１、図１－２に示したフレーム１の第一実施例を説明すると、このフレーム１の
短手方向において、その上部分１００に開放側が向かいあう略コ字形でなる対の受け溝１
ａ、１ｂを設ける。そして、この対の受け溝１ａ、１ｂの対の上端辺１ａ１、１ｂ１が、
当該対の受け溝１ａ、１ｂの対の下端辺１ａ２、１ｂ２に対して、内向きＡに突出すると
ともに、それぞれの外側端部が、この上下位置関係を保持する対の上端辺１ａ１、１ｂ１
と、対の下端辺１ａ２、１ｂ２は、略垂直状の対の上側面部１ａ３、１ｂ３で連結する。
また、このフレーム１は、その中部分１０１に、前記対の下端辺１ａ２、１ｂ２の自由端
の内側より、それぞれ外向きＢに延設した対の傾斜連続部１ｃ、１ｄが連設される。さら
に、このフレーム１は、その下部分１０２に、前記対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに、それぞ
れ連続、かつ垂下した対の垂直下側面部１ｅ、１ｆと、対の垂直側面部１ｅ、１ｆの自由
端に、それぞれ連設し、かつ内向きＡに延設した対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈで構成する
。また、このフレーム１の底部分１０３に、前記対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈの自由端を
連ねる底部１ｉを設けるとともに、この底部１ｉには、第二実施例と同様に、凹部１ｉ１
形成し（図示せず）、この底部１ｉの弾性（荷重受入れ等）と耐久性を図ることができる
。そして、この対の受け溝１ａ、１ｂと、対の傾斜連続部１ｃ、１ｄ、並びに対の垂直下
側面部１ｅ、１ｆ、及び対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈと、底部１ｉを連設する構造であり
、例えば、押出し成形か、又は引抜き成形で形成することが、経済性、かつ強度の均等化
、材料の削減化等に有効である。尚、この対の受け溝１ａ、１ｂから、外向きＢの対の傾
斜連続部１ｃ、１ｄ、並びにこの対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに連設した対の垂直下側面部
１ｅ、１ｆ、及び内向きＡの対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈ、及び／又は、底部１ｉのそれ
ぞれの位置関係を利用することで、例えば、荷重に対して、このフレーム１が有効に対処
し、弾性（荷重受入れ等）と耐久性が図れること、肉厚の軽減化、軽量化と、低コスト化
、ＣＯ２の削減化等に寄与できる。尚、前記対の受け溝１ａ、１ｂは、後述するホイール
ユニットが挿入されることと、このホイールユニットが挿入された際に、フレーム１には
、後述するホイールが装着され、かつこのホイールの上面が、フレーム１より突出するた
めの開口２が、その長手方向に連続して形成（上端辺１ａ１、１ｂ１の自由端間で形成）
される。この例では、対の垂直下側面部１ｅ、１ｆ、及び対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈで
、対の下側面部を構成する。
【００４４】
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　次に、図２－１、図２－２に示したフレーム１の第二実施例を説明すると、このフレー
ム１は、第一実施例と、その上部分１００の対の受け溝１ａ、１ｂと、その中部分１０１
の対の傾斜連続部１ｃ、１ｄは、同じ構造である。そして、このフレーム１は、その下部
分１０２に、前記対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに、それぞれ連続、かつ内向きＡに延設した
対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈで構成する。尚、この対の傾斜連続部１ｃ、１ｄと、対の傾
斜下側面部１ｇ、１ｈの連設部となる対の繋ぎ部１Ｊ、１ｋは、前記対の上側面部１ａ３
、１ｂ３と同じ垂下位置にあり、例えば、荷重に対して、このフレーム１が有効に対処し
、弾性と耐久性が図れること等に寄与できる。また、このフレーム１の底部分１０３に、
前記対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈの自由端を連ねる底部１ｉを設けるとともに、この底部
１ｉには、内側に窪んだ凹部１ｉ１を形成し、例えば、この底部１ｉに弾性と耐久性等を
付与することを意図する。尚、第一実施例と同様に、凹部を形成しない（図示せず）こと
も可能である。そして、この対の受け溝１ａ、１ｂと、対の傾斜連続部１ｃ、１ｄ、並び
に対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈと、底部１ｉを連設する構造であり、例えば、押出し成形
か、又は引抜き成形で形成することが、経済性、かつ強度の均等化、材料の削減化等に有
効である。尚、この対の受け溝１ａ、１ｂから、外向きＢの対の傾斜連続部１ｃ、１ｄ、
並びにこの対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに連設した内向きＡの対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈ
、及び／又は、底部１ｉのそれぞれの位置関係を利用することで、荷重に対して、このフ
レーム１が有効に対処し、弾性（荷重受入れ等）と耐久性が図れること、肉厚の軽減化、
軽量化と、低コスト化、ＣＯ２の削減化等に寄与できる。この例では、対の傾斜下側面部
１ｇ、１ｈが、対の下側面部を構成する。
【００４５】
　続いて、図４－１に示したホイールユニット４の第一実施例を説明すると、このホイー
ルユニット４は、樹脂製の略半截筒柱形（緩衝効果と、騒音抑制等が図れる）の対の側面
枠体４ａ、４ｂと、対の側面枠体４ａ、４ｂ間に差渡し設けられた複数本の差渡し杆５、
５ａ・・・・・５ｎ（５とする）で構成されており、対の側面枠体４ａ、４ｂは、短手方
向において膨出したアーチ形状で、かつその長手方向の端部をＲ形状４ｃ、４ｄとすると
ともに、対の側面枠体４ａ、４ｂの上面の長手方向に適宜間隔で、軸落込み方式の軸受凹
部６、６・・・・・６ｎ（６とする）を形成し、軸受凹部６に、金属、又は樹脂製でなる
多数のホイール７の軸７ａを、それぞれ装着（落込み装着）する構成である。このホイー
ルユニット４の構成と、ホイールの落込み構成を利用することで、前述の分別の合理化の
追求でき、かつホイールユニット４の各パーツ（例えば、対の側面枠体４ａ、４ｂに取付
けられる後述するホイール７、軸７ａ等）の着脱及び／又は分解の容易化が図れること等
の特徴がある。そして、この対の側面枠体４ａ、４ｂの上面の適所に、突起８、８・・・
・・８ｎ（８とする）を設けるとともに、下面の適所に、切溝９、９・・・・・９ｎ（９
とする）を設ける。この突起８は、フレーム１の対の受け溝１ａ、１ｂに差込み容易とす
ること、緩衝効果（ガタツキ防止）と、騒音抑制等を意図する。また切溝９は軽量化と、
コスト、ＣＯ２等の削減化が図れる。また、突起８は、この例では、軸受凹部６間に設け
られており、軸７ａの脱該防止と、回転の効率化、又は緩衝効果等を意図する。そして、
本発明では、対の側面枠体４ａ、４ｂ間に、複数本の差渡し杆５が、差渡し設けられる構
成であり、このホイールユニット４のフレーム１への挿入時に、ホイールユニット４の歪
み防止効果（芯ずれ防止）と、挿入の容易化等に有効である。
【００４６】
　次に、図４－２に示したホイールユニット４の第二実施例を説明すると、この第二実施
例は、第一実施例と、略同じであり、ホイール７の寸法（径）が相違する。その他は、前
述の例に準ずる。
【００４７】
　そして、このフレーム１に対して、ホイールユニット４を組付ける場合には、図５－１
と、図５－２に示した如く、このフレーム１の対の受け溝１ａ、１ｂに差込み、その対の
上端辺１ａ１、１ｂ１と、対の下端辺１ａ２、１ｂ２、並びに対の上側面部１ａ３、１ｂ
３の溝形空間に、組付ける。その数は、ホイールユニット４の長さにより変わる構造であ
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り、フレーム１の長さと、要望に対応する。そして、この差込みの際に、対の側面枠体４
ａ、４ｂの一方端、又は両方端に設けたＲ形状４ｃ、４ｄを利用し、容易で、かつ折損を
少なくして、差込み可能とする。この組付け後に、フレーム１の対の上端辺１ａ１、１ｂ
１よりホイール７が露出することで（図示しない）、搬送製品を、傷を付けることなく、
静寂に、確実、かつスムーズに搬送できる。また、ホイールユニット４の取外しは、前述
の逆の操作である。
【００４８】
　尚、図７－１、図７－２に如く、組立てた少なくとも、一本、又は二本以上のホイール
コンベアＨの両体に、支持金具１２、１３を取付けることで、このホイールユニット４の
組付けを保障すること（抜け防止）と、このホイールコンベアＨのベース１５への容易、
かつ確実な組付け、また、ホイールコンベアＨ及び／又はベース１５の分解等を意図する
。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１－１】図１－１はフレームの第一実施例の斜視図
【図１－２】図１－２は図１－１の正面図
【図２－１】図２－１はフレームの第二実施例の斜視図
【図２－２】図２－２は図２－１の正面図
【図３】図３はホイールベース（対の側面枠体と、この対の側面枠体に設けた差渡し杆と
、この対の側面枠体の上面に軸受凹部を設けた構造のホイールベース）の平面図
【図４－１】図４－１はホイールユニットの第一実施例を示した分解図
【図４－２】図４－２はホイールユニットの第二実施例を示した分解図
【図５－１】図５－１はフレームとホイールユニットの第一実施例との関係を示した斜視
図
【図５－２】図５－２はフレームとホイールユニットの第二実施例との関係を示した斜視
図
【図６－１】図６－１は第一実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視
図
【図６－２】図６－２は第二実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視
図
【図７－１】第７－１は第一実施例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図
【図７－２】第７－２は第二実施例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図
【符号の説明】
【００５０】
　　　　　１　　　　　　　　フレーム
　　　　　１００　　　　　　上部分
　　　　　１０１　　　　　　中部分
　　　　　１０２　　　　　　下部分
　　　　　１０３　　　　　　底部分
　　　　　１ａ　　　　　　　受け溝
　　　　　１ａ１　　　　　　上端辺
　　　　　１ａ２　　　　　　下端辺
　　　　　１ａ３　　　　　　上側面部
　　　　　１ｂ　　　　　　　受け溝
　　　　　１ｂ１　　　　　　上端辺
　　　　　１ｂ２　　　　　　下端辺
　　　　　１ｂ３　　　　　　上側面部
　　　　　１ｃ　　　　　　　傾斜連続部
　　　　　１ｄ　　　　　　　傾斜連続部
　　　　　１ｅ　　　　　　　垂直下側面部
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　　　　　１ｆ　　　　　　　垂直下側面部
　　　　　１ｇ　　　　　　　傾斜下側面部
　　　　　１ｈ　　　　　　　傾斜下側面部
　　　　　１ｉ　　　　　　　底部
　　　　　１ｉ１　　　　　　凹部
　　　　　１Ｊ　　　　　　　繋部
　　　　　１ｋ　　　　　　　繋部
　　　　　２　　　　　　　　開口
　　　　　４　　　　　　　　ホイールユニット
　　　　　４ａ　　　　　　　側面枠体
　　　　　４ｂ　　　　　　　側面枠体
　　　　　４ｃ　　　　　　　Ｒ形状
　　　　　４ｄ　　　　　　　Ｒ形状
　　　　　５　　　　　　　　差渡し杆
　　　　　６　　　　　　　　軸受凹部
　　　　　７　　　　　　　　ホイール
　　　　　７ａ　　　　　　　軸
　　　　　８　　　　　　　　突起
　　　　　９　　　　　　　　切溝
　　　　　１２　　　　　　　支持金具
　　　　　１３　　　　　　　支持金具
　　　　　１５　　　　　　　ベース
　　　　　Ａ　　　　　　　　内向き
　　　　　Ｂ　　　　　　　　外向き
　　　　　Ｈ　　　　　　　　ホイールコンベア
【図１－１】

【図１－２】

【図２－１】

【図２－２】
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【図３】 【図４－１】

【図４－２】 【図５－１】

【図５－２】
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【図６－１】 【図６－２】

【図７－１】

【図７－２】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月14日(2009.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対峙関係となる対の内向き上端辺、及びこの対の上端辺間に形成した開口、並びにこの
対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及びこの対の上下端辺にそれぞれ
連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、この対の受け溝の下端辺に、
それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と、この対の傾
斜連続部の自由端より垂下した対の垂直下側面部と、この対の垂直下側面部の自由端に、
それぞれ連設した底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で構成した対
の下側面部と、前記対の上側面部は、この対の垂直下側面部と同じ垂直面に、それぞれ形
成し、また、前記対の下側面部のそれぞれの下端に連結した底部で、短手方向を形成し、
この短手方向の形状を、その長手方向に連続する構成としたフレームと、
　前記フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状
で、かつその長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、こ
の対の側面枠体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、この対の側面枠体に設けた
複数のホイールと、このホイールを回転自在に架承する、前記対の側面枠体の上面の長手
方向において適宜間隔で設けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成し
たホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベア。
【請求項２】
　対峙関係となる対の内向き上端辺、及びこの対の上端辺間に形成した開口、並びにこの
対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及びこの対の上下端辺にそれぞれ
連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、この対の受け溝の下端辺に、
それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と、この対の傾
斜連続部の自由端より、底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で構成
した対の下側面部と、前記対の傾斜連続部と、この対の傾斜下側面部が連設した対の繋部
が、前記対の上側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成し、また、前記対の下側面部のそれ
ぞれの下端に連結する底部で、短手方向を形成し、この短手方向の形状を、その長手方向
に連続する構成としたフレームと、
　前記フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状
で、かつその長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、こ
の対の側面枠体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、この対の側面枠体に設けた
複数のホイールと、このホイールを回転自在に架承する、前記対の側面枠体の上面の長手
方向において適宜間隔で設けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成し
たホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベア。
【請求項３】
請求項１、又は請求項２に記載のホイールコンベアであって、
　前記ホイールユニットの対の側面枠体の上面の長手方向に、適宜間隔をおいて、複数の
突起を設けるとともに、この突起を、前記対の側面枠体の上面に左右均等に配備する構成
としたホイールコンベア。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼製のフレームと、複数の樹脂製のホイールユニットで構成されたホイール
コンベアであって、フレームに複数のホイールユニットを組立て、かつ分解自在とし、掃
除が容易なホイールコンベアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のホイールコンベアとしては、種々の構造が提案されているので、以下、
順に説明する。
【０００３】
　文献（１）は、国際公開番号ＷＯ２００５／０７０７９２の「ホイールコンベア」であ
る。この発明は、左右のサポート板に開設したピン孔に、ホイールの車軸を差込み、この
ホイールをサポート板に回転自在に支持したホイールユニットと、このホイールユニット
のサポート板が、長手方向へ移動可能に挿入される対の第一溝形部、この対の第一溝形部
に、それぞれ連設される対の繋ぎ部、及び対の繋ぎ部に、それぞれ連設され、かつ前記第
一溝形部の上端に形成した口縁よりも外方へ膨らむ形に形成された対の第二溝形部、並び
にこの対の第二溝形部を繋ぐ底壁（この第二溝形部と底壁で、底部溝形部とする）で構成
したフレーム材とで構成されるものであり、ホイールユニットをフレーム材の溝内へ組入
れる構成であって、分解・掃除が容易であり、また、制振機能と、捕塵機能を備えたホイ
ールコンベアの提供を意図する。
【０００４】
　また、文献（２）は、特開平５－２３８５２７の「ローラコンベヤ」である。この発明
は、左右一対の側枠の内側の長手方向に向かって、それぞれ軸受板係合部を凹設し、この
軸受板係合部に、コンベヤローラの両端を支承する左右一対の軸受板を架承する構成であ
り、この軸受板係合部に、コンベヤローラの軸受板を複数基、抜差し自在に設けたことを
特徴とし、ローラコンベヤの組み立てを、簡単、かつ容易にすることを意図する。
【０００５】
　さらに、文献（３）は、実開昭６３－６７５２６の「ローラテーブルのローラ取付構造
」である。この考案は、左右一対の側枠の内壁の長手方向において、適宜間隔で挿入溝を
設け、この挿入溝に、ローラの支持ピンを挿入する構造であり、この支持ピンとローラが
相対回転自在とすることを特徴とし、ローラの取付け作業の容易化を意図する。そして、
この文献（３）は、ローラの荷重を、左右一対の側枠の内壁で支持し、この内壁より外方
に拡張した（外側に位置する）外壁に伝える構造であり、このローラに対する荷重を、フ
レーム全体で、支持することで、耐久性の向上と、荷重を効率的に分散し、例えば、金属
疲労の発生を回避すること等を意図する。
【０００６】
　また、文献（４）は、実開平４－９７７０９の「ホイールコンベヤ」である。この考案
は、左右一対のフレームの上端の逆Ｕ字状折曲げ部に支持溝を形成し、この支持溝の口縁
の外側に、フレームの本体部を設けた構成であり、この支持溝に、ホイールシャフトを嵌
入し、この支持溝の近傍に、球面状凸部を設けたことを特徴とし、例えば、ホイールシャ
フトのガタツキ防止と、また、このホイールシャフトの着脱の容易化と、ホイールシャフ
トの抜け防止を図ること等を意図する。
【０００７】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０７０７９２
【特許文献２】特開平５－２３８５２７
【特許文献３】実開昭６３－６７５２６
【特許文献４】実開平４－９７７０９
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　文献（１）は、対の第一溝形部に、ホイールユニットのサポート板（板材）を挿入する
構造である。従って、サポート板の挿脱が困難視されること、また、組付け作業の容易化
に問題を残すこと等の改良点がある。また、フレーム材は、端面視してコ字形の対の第一
溝形部と、繋ぎ部を介して設けた同形の対の第二溝形部と、この対の第二溝形部を繋ぐ底
壁で構成し、この第二溝形部を、第一溝形部のリップの口縁の外側に設けることと、前記
サポート板を板材とすることを特徴とする構造である。従って、搬送製品（物品・品物）
及び／又はホイールユニット（自重）による荷重（以下、荷重とする）に対して、弱く、
また、荷重を効率的に分散する構造でなく、例えば、金属疲労を招来する虞が考えられる
。
【０００９】
　また、文献（２）は、側枠に凹設した軸受板係合部に、コンベヤローラの両端を支承す
る軸受板（板材）を架承する構成である。従って、軸受板の挿脱が困難視されること、ま
た、組付け作業の容易化に問題を残すこと、又はこの側板は、板材であるので、耐荷重性
に対して問題が考えられること等の改良点がある。さらに、この文献（２）は、側枠は、
扁平鋼材と、軸受板係合部、タッププレート嵌合用空所等を備えた異形鋼材との一体構造
であることから、構造が複雑となること、コストの上昇を招来すること、又は組付け作業
の容易化に問題を残すこと等の問題点を有する。
【００１０】
　さらに、文献（３）は、左右一対の側枠の内外壁の位置関係と、傾斜した繋ぎ部を介し
て、荷重を支持する構造であり、有益である。しかし、この側枠にローラを、連続的に支
持することは、困難視されること、及び／又は、搬送製品の大きさ、形状等の形態が限定
されること等の改良点がある。そして、また、この文献（３）は、側枠の上部を外側方に
巻回し状に屈曲する二重壁構造であり、構造が複雑となること、また、製造に手間を要す
ること等の問題点を有する。
【００１１】
　また、文献（４）は、単独の支持溝に、一本のホイールシャフトを、個別に支持する構
造である。従って、ホイールを、連続的に支持することは、困難視されること、及び／又
は、搬送製品の大きさ、形状等の形態が限定されること等の改良点がある。そして、また
、この文献（４）は、フレームは、板材を押出し成形等で、垂直形状に成形加工した構造
であり、荷重に対して、弱く、また、荷重を効率的に分散する構造でなく、例えば、金属
疲労を招来する虞が考えられる。
【００１２】
　尚、文献（２）～（４）の発明、考案等では、分別資源及び／又はゴミ等の処理（取扱
い）を意図しないので、この分別の問題と、資源の有効利用、並びに再利用、さらにはコ
ストの削減化等（分別の合理化）に問題を残している。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明は、フレームを、対の受け溝と、外向きの対の傾斜連続部、並びに対の
垂直下側面部と、内向きの対の傾斜下側面部でなる対の下側面部と、並びにこの対の下側
面部に連結した底部で構成することで、荷重に対して、強く、また、荷重を効率的に分散
できる構造とし、例えば、金属疲労の発生を軽減すること、又はフレームを、押出し成形
か、又は引抜き成形で形成できる構成とすること等を意図する。また、この請求項１の発
明は、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に、簡易、かつスムーズに、組付け、
又は取外し（着脱）できる構造を提供すること、分別の合理化の追求（ホイールユニット
の分別及び／又は組付け）を図りつつ、かつホイールユニットの着脱及び／又は分解の容
易化を図ること等を意図する。そして、この請求項１の発明は、ホイールユニットの対の
側面枠体に、複数のホイールを、簡易、かつスムーズに、着脱できる構造を提供すること
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を意図する。さらに、請求項１の発明は、ホイールユニットの樹脂製の略半截筒柱形の対
の側面枠体間に、適宜間隔で差渡した、複数本の樹脂製の差渡し杆で構成することで、荷
重に対して、強く、また、荷重を効率的に分散できるホイールコンベアの構造を提供する
こと、また、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に、簡易、かつスムーズ、並び
に傷を付けずに、着脱できるホイールユニットの構造を提供すること等を意図する。
【００１４】
　請求項１は、対峙関係となる対の内向き上端辺、及びこの対の上端辺間に形成した開口
、並びにこの対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及びこの対の上下端
辺にそれぞれ連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、この対の受け溝
の下端辺に、それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と
、この対の傾斜連続部の自由端より垂下した対の垂直下側面部と、この対の垂直下側面部
の自由端に、それぞれ連設した底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部
で構成した対の下側面部と、前記対の上側面部は、この対の垂直下側面部と同じ垂直面に
、それぞれ形成し、また、前記対の下側面部のそれぞれの下端に連結した底部で、短手方
向を形成し、この短手方向の形状を、その長手方向に連続する構成としたフレームと、
　前記フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状
で、かつその長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、こ
の対の側面枠体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、この対の側面枠体に設けた
複数のホイールと、このホイールを回転自在に架承する、前記対の側面枠体の上面の長手
方向において適宜間隔で設けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成し
たホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベアである。
【００１５】
　請求項２の発明は、請求項１の目的を達成すること、この目的を達成するに最適な、フ
レームで、かつ荷重に対応できる（荷重を有効に吸収、かつ分散できる）構造を提供する
ことを意図する。また、この請求項２の発明は、請求項１の目的を達成すること、この目
的を達成するに最適で、かつ荷重に対して、強く、また、荷重を効率的に分散できるホイ
ールユニットの構造を提供することを意図する。
【００１６】
　請求項２は、対峙関係となる対の内向き上端辺、及びこの対の上端辺間に形成した開口
、並びにこの対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及びこの対の上下端
辺にそれぞれ連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、この対の受け溝
の下端辺に、それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と
、この対の傾斜連続部の自由端より、底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下
側面部で構成した対の下側面部と、前記対の傾斜連続部と、この対の傾斜下側面部が連設
した対の繋部が、前記対の上側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成し、また、前記対の下
側面部のそれぞれの下端に連結する底部で、短手方向を形成し、この短手方向の形状を、
その長手方向に連続する構成としたフレームと、
　前記フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状
で、かつその長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、こ
の対の側面枠体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、この対の側面枠体に設けた
複数のホイールと、このホイールを回転自在に架承する、前記対の側面枠体の上面の長手
方向において適宜間隔で設けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成し
たホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベアである。
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
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【００２２】
【００２３】
【００２４】
【００２５】
　請求項３の発明は、請求項１、又は請求項２の目的を達成すること、この目的を達成す
るに最適な、ホイールユニットを、フレームの受け溝に着脱できる構造を提供することを
意図する。
【００２６】
　請求項３は、請求項１、又は請求項２に記載のホイールコンベアであって、
　前記ホイールユニットの対の側面枠体の上面の長手方向に、適宜間隔をおいて、複数の
突起を設けるとともに、この突起を、前記対の側面枠体の上面に左右均等に配備する構成
としたホイールコンベアである。
【発明の効果】
【００２７】
　請求項１の発明は、対峙関係となる対の内向き上端辺、及び対の上端辺間に形成した開
口、並びに対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及び対の上下端辺にそ
れぞれ連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、対の受け溝の下端辺に
、それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と、対の傾斜
連続部の自由端より垂下した対の垂直下側面部と、対の垂直下側面部の自由端に、それぞ
れ連設した底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で構成した対の下側
面部と、対の上側面部は、対の垂直下側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成し、また、対
の下側面部のそれぞれの下端に連結した底部で、短手方向を形成し、短手方向の形状を、
長手方向に連続する構成としたフレームと、
　フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状で、
かつ長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、対の側面枠
体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、対の側面枠体に設けた複数のホイールと
、ホイールを回転自在に架承する、対の側面枠体の上面の長手方向において適宜間隔で設
けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成したホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベアである。
【００２８】
　従って、この請求項１は、フレームを、対の受け溝と、外向きの対の傾斜連続部、並び
に対の垂直下側面部と、内向きの対の傾斜下側面部でなる対の下側面部と、並びにこの対
の下側面部に連結した底部で構成することで、荷重に対して、強く、また、荷重を効率的
に分散できる構造とし、例えば、金属疲労の発生を軽減できること、又はフレームを、押
出し成形か、又は引抜き成形で形成できる構成となること等の特徴を有する。また、この
請求項１は、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に、簡易、かつスムーズに、組
付け、又は取外し（着脱）できる構造を提供できること、分別の合理化の追求を図りつつ
、かつホイールユニットの着脱及び／又は分解の容易化が図れること等の実益を有する。
そして、この請求項１は、ホイールユニットの対の側面枠体に、複数のホイールを、簡易
、かつスムーズに、着脱できる構造を提供できる特徴を有する。そして、この請求項１は
、ホイールユニットの樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体間に、適宜間隔で差渡した、
複数本の樹脂製の差渡し杆で構成することで、荷重に対して、強く、また、荷重を効率的
に分散できること等の特徴を有する。また、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝
に、簡易、かつスムーズ、並びに傷を付けずに、着脱できること等の実益がある。
【００２９】
　請求項２の発明は、対峙関係となる対の内向き上端辺、及び対の上端辺間に形成した開
口、並びに対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及び対の上下端辺にそ
れぞれ連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、対の受け溝の下端辺に
、それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と、対の傾斜
連続部の自由端より、底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で構成し
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た対の下側面部と、対の傾斜連続部と、対の傾斜下側面部が連設した対の繋部が、対の上
側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成し、また、対の下側面部のそれぞれの下端に連結す
る底部で、短手方向を形成し、短手方向の形状を、長手方向に連続する構成としたフレー
ムと、
　フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状で、
かつ長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、対の側面枠
体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、対の側面枠体に設けた複数のホイールと
、ホイールを回転自在に架承する、対の側面枠体の上面の長手方向において適宜間隔で設
けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成したホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベアである。
【００３０】
　従って、請求項２は、請求項１の目的を達成できること、この目的を達成するに最適な
、フレームで、かつ荷重に対応できる（荷重を有効に吸収、かつ分散できる）構造を提供
できること等の特徴を有する。また、請求項２は、請求項１の目的を達成できること、こ
の目的を達成するに最適な、ホイールユニットであり、荷重に対して、強く、また、荷重
を効率的に分散できること等の特徴を有する。
【００３１】
【００３２】
【００３３】
【００３４】
【００３５】
【００３６】
【００３７】
【００３８】
【００３９】
　請求項３は、請求項１、又は請求項２に記載のホイールコンベアであって、
　前記ホイールユニットの対の側面枠体の上面の長手方向に、適宜間隔をおいて、複数の
突起を設けるとともに、この突起を、前記対の側面枠体の上面に左右均等に配備する構成
としたホイールコンベアである。
【００４０】
　従って、請求項３は、請求項１、又は請求項２の目的を達成できること、この目的を達
成するに最適な、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に着脱できる構造を提供で
きること等の特徴を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　本発明の一例を説明する。
【００４２】
　図面の説明をすると、図１－１はフレームの第一実施例の斜視図、図１－２は図１－１
の正面図、また、図２－１はフレームの第二実施例の斜視図、図２－２は図２－１の正面
図、図３はホイールベース（対の側面枠体と、この対の側面枠体に設けた差渡し杆と、こ
の対の側面枠体の上面に軸受凹部を設けた構造のホイールベース）の平面図、図４－１は
ホイールユニットの第一実施例を示した分解図、図４－２はホイールユニットの第二実施
例を示した分解図、図５－１はフレームとホイールユニットの第一実施例との関係を示し
た斜視図、また、図５－２はフレームとホイールユニットの第二実施例との関係を示した
斜視図、図６－１は第一実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視図、
図６－２は第二実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視図、第７－１
は第一実施例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図、第７－２は第二実施
例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図である。
【００４３】
　図１－１、図１－２に示したフレーム１の第一実施例を説明すると、このフレーム１の
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短手方向において、その上部分１００に開放側が向かいあう略コ字形でなる対の受け溝１
ａ、１ｂを設ける。そして、この対の受け溝１ａ、１ｂの対の上端辺１ａ１、１ｂ１が、
当該対の受け溝１ａ、１ｂの対の下端辺１ａ２、１ｂ２に対して、内向きＡに突出すると
ともに、それぞれの外側端部が、この上下位置関係を保持する対の上端辺１ａ１、１ｂ１
と、対の下端辺１ａ２、１ｂ２は、略垂直状の対の上側面部１ａ３、１ｂ３で連結する。
また、このフレーム１は、その中部分１０１に、前記対の下端辺１ａ２、１ｂ２の自由端
の内側より、それぞれ外向きＢに延設した対の傾斜連続部１ｃ、１ｄが連設される。さら
に、このフレーム１は、その下部分１０２に、前記対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに、それぞ
れ連続、かつ垂下した対の垂直下側面部１ｅ、１ｆと、対の垂直側面部１ｅ、１ｆの自由
端に、それぞれ連設し、かつ内向きＡに延設した対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈで構成する
。また、このフレーム１の底部分１０３に、前記対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈの自由端を
連ねる底部１ｉを設けるとともに、この底部１ｉには、第二実施例と同様に、凹部１ｉ１
形成し（図示せず）、この底部１ｉの弾性（荷重受入れ等）と耐久性を図ることができる
。そして、この対の受け溝１ａ、１ｂと、対の傾斜連続部１ｃ、１ｄ、並びに対の垂直下
側面部１ｅ、１ｆ、及び対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈと、底部１ｉを連設する構造であり
、例えば、押出し成形か、又は引抜き成形で形成することが、経済性、かつ強度の均等化
、材料の削減化等に有効である。尚、この対の受け溝１ａ、１ｂから、外向きＢの対の傾
斜連続部１ｃ、１ｄ、並びにこの対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに連設した対の垂直下側面部
１ｅ、１ｆ、及び内向きＡの対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈ、及び／又は、底部１ｉのそれ
ぞれの位置関係を利用することで、例えば、荷重に対して、このフレーム１が有効に対処
し、弾性（荷重受入れ等）と耐久性が図れること、肉厚の軽減化、軽量化と、低コスト化
、ＣＯ２の削減化等に寄与できる。尚、前記対の受け溝１ａ、１ｂは、後述するホイール
ユニットが挿入されることと、このホイールユニットが挿入された際に、フレーム１には
、後述するホイールが装着され、かつこのホイールの上面が、フレーム１より突出するた
めの開口２が、その長手方向に連続して形成（上端辺１ａ１、１ｂ１の自由端間で形成）
される。この例では、対の垂直下側面部１ｅ、１ｆ、及び対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈで
、対の下側面部を構成する。
【００４４】
　次に、図２－１、図２－２に示したフレーム１の第二実施例を説明すると、このフレー
ム１は、第一実施例と、その上部分１００の対の受け溝１ａ、１ｂと、その中部分１０１
の対の傾斜連続部１ｃ、１ｄは、同じ構造である。そして、このフレーム１は、その下部
分１０２に、前記対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに、それぞれ連続、かつ内向きＡに延設した
対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈで構成する。尚、この対の傾斜連続部１ｃ、１ｄと、対の傾
斜下側面部１ｇ、１ｈの連設部となる対の繋部１Ｊ、１ｋは、前記対の上側面部１ａ３、
１ｂ３と同じ垂下位置にあり、例えば、荷重に対して、このフレーム１が有効に対処し、
弾性と耐久性が図れること等に寄与できる。また、このフレーム１の底部分１０３に、前
記対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈの自由端を連ねる底部１ｉを設けるとともに、この底部１
ｉには、内側に窪んだ凹部１ｉ１を形成し、例えば、この底部１ｉに弾性と耐久性等を付
与することを意図する。尚、第一実施例と同様に、凹部を形成しない（図示せず）ことも
可能である。そして、この対の受け溝１ａ、１ｂと、対の傾斜連続部１ｃ、１ｄ、並びに
対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈと、底部１ｉを連設する構造であり、例えば、押出し成形か
、又は引抜き成形で形成することが、経済性、かつ強度の均等化、材料の削減化等に有効
である。尚、この対の受け溝１ａ、１ｂから、外向きＢの対の傾斜連続部１ｃ、１ｄ、並
びにこの対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに連設した内向きＡの対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈ、
及び／又は、底部１ｉのそれぞれの位置関係を利用することで、荷重に対して、このフレ
ーム１が有効に対処し、弾性（荷重受入れ等）と耐久性が図れること、肉厚の軽減化、軽
量化と、低コスト化、ＣＯ２の削減化等に寄与できる。この例では、対の傾斜下側面部１
ｇ、１ｈが、対の下側面部を構成する。
【００４５】
　続いて、図４－１に示したホイールユニット４の第一実施例を説明すると、このホイー
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ルユニット４は、樹脂製の略半截筒柱形（緩衝効果と、騒音抑制等が図れる）の対の側面
枠体４ａ、４ｂと、対の側面枠体４ａ、４ｂ間に差渡し設けられた複数本の差渡し杆５、
５ａ・・・・・５ｎ（５とする）で構成されており、対の側面枠体４ａ、４ｂは、短手方
向において膨出したアーチ形状で、かつその長手方向の端部をＲ形状４ｃ、４ｄとすると
ともに、対の側面枠体４ａ、４ｂの上面の長手方向に適宜間隔で、軸落込み方式の軸受凹
部６、６・・・・・６ｎ（６とする）を形成し、軸受凹部６に、金属、又は樹脂製でなる
多数のホイール７の軸７ａを、それぞれ装着（落込み装着）する構成である。このホイー
ルユニット４の構成と、ホイールの落込み構成を利用することで、前述の分別の合理化の
追求でき、かつホイールユニット４の各パーツ（例えば、対の側面枠体４ａ、４ｂに取付
けられる後述するホイール７、軸７ａ等）の着脱及び／又は分解の容易化が図れること等
の特徴がある。そして、この対の側面枠体４ａ、４ｂの上面の適所に、突起８、８・・・
・・８ｎ（８とする）を設けるとともに、下面の適所に、切溝９、９・・・・・９ｎ（９
とする）を設ける。この突起８は、フレーム１の対の受け溝１ａ、１ｂに差込み容易とす
ること、緩衝効果（ガタツキ防止）と、騒音抑制等を意図する。また切溝９は軽量化と、
コスト、ＣＯ２等の削減化が図れる。また、突起８は、この例では、軸受凹部６間に設け
られており、軸７ａの脱該防止と、回転の効率化、又は緩衝効果等を意図する。そして、
本発明では、対の側面枠体４ａ、４ｂ間に、複数本の差渡し杆５が、差渡し設けられる構
成であり、このホイールユニット４のフレーム１への挿入時に、ホイールユニット４の歪
み防止効果（芯ずれ防止）と、挿入の容易化等に有効である。
【００４６】
　次に、図４－２に示したホイールユニット４の第二実施例を説明すると、この第二実施
例は、第一実施例と、略同じであり、ホイール７の寸法（径）が相違する。その他は、前
述の例に準ずる。
【００４７】
　そして、このフレーム１に対して、ホイールユニット４を組付ける場合には、図５－１
と、図５－２に示した如く、このフレーム１の対の受け溝１ａ、１ｂに差込み、その対の
上端辺１ａ１、１ｂ１と、対の下端辺１ａ２、１ｂ２、並びに対の上側面部１ａ３、１ｂ
３の溝形空間に、組付ける。その数は、ホイールユニット４の長さにより変わる構造であ
り、フレーム１の長さと、要望に対応する。そして、この差込みの際に、対の側面枠体４
ａ、４ｂの一方端、又は両方端に設けたＲ形状４ｃ、４ｄを利用し、容易で、かつ折損を
少なくして、差込み可能とする。この組付け後に、フレーム１の対の上端辺１ａ１、１ｂ
１よりホイール７が露出することで（図示しない）、搬送製品を、傷を付けることなく、
静寂に、確実、かつスムーズに搬送できる。また、ホイールユニット４の取外しは、前述
の逆の操作である。
【００４８】
　尚、図７－１、図７－２に如く、組立てた少なくとも、一本、又は二本以上のホイール
コンベアＨの両体に、支持金具１２、１３を取付けることで、このホイールユニット４の
組付けを保障すること（抜け防止）と、このホイールコンベアＨのベース１５への容易、
かつ確実な組付け、また、ホイールコンベアＨ及び／又はベース１５の分解等を意図する
。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１－１】図１－１はフレームの第一実施例の斜視図
【図１－２】図１－２は図１－１の正面図
【図２－１】図２－１はフレームの第二実施例の斜視図
【図２－２】図２－２は図２－１の正面図
【図３】図３はホイールベース（対の側面枠体と、この対の側面枠体に設けた差渡し杆と
、この対の側面枠体の上面に軸受凹部を設けた構造のホイールベース）の平面図
【図４－１】図４－１はホイールユニットの第一実施例を示した分解図
【図４－２】図４－２はホイールユニットの第二実施例を示した分解図
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【図５－１】図５－１はフレームとホイールユニットの第一実施例との関係を示した斜視
図
【図５－２】図５－２はフレームとホイールユニットの第二実施例との関係を示した斜視
図
【図６－１】図６－１は第一実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視
図
【図６－２】図６－２は第二実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視
図
【図７－１】第７－１は第一実施例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図
【図７－２】第７－２は第二実施例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図
【符号の説明】
【００５０】
　　　　　１　　　　　　　　フレーム
　　　　　１００　　　　　　上部分
　　　　　１０１　　　　　　中部分
　　　　　１０２　　　　　　下部分
　　　　　１０３　　　　　　底部分
　　　　　１ａ　　　　　　　受け溝
　　　　　１ａ１　　　　　　上端辺
　　　　　１ａ２　　　　　　下端辺
　　　　　１ａ３　　　　　　上側面部
　　　　　１ｂ　　　　　　　受け溝
　　　　　１ｂ１　　　　　　上端辺
　　　　　１ｂ２　　　　　　下端辺
　　　　　１ｂ３　　　　　　上側面部
　　　　　１ｃ　　　　　　　傾斜連続部
　　　　　１ｄ　　　　　　　傾斜連続部
　　　　　１ｅ　　　　　　　垂直下側面部
　　　　　１ｆ　　　　　　　垂直下側面部
　　　　　１ｇ　　　　　　　傾斜下側面部
　　　　　１ｈ　　　　　　　傾斜下側面部
　　　　　１ｉ　　　　　　　底部
　　　　　１ｉ１　　　　　　凹部
　　　　　１Ｊ　　　　　　　繋部
　　　　　１ｋ　　　　　　　繋部
　　　　　２　　　　　　　　開口
　　　　　４　　　　　　　　ホイールユニット
　　　　　４ａ　　　　　　　側面枠体
　　　　　４ｂ　　　　　　　側面枠体
　　　　　４ｃ　　　　　　　Ｒ形状
　　　　　４ｄ　　　　　　　Ｒ形状
　　　　　５　　　　　　　　差渡し杆
　　　　　６　　　　　　　　軸受凹部
　　　　　７　　　　　　　　ホイール
　　　　　７ａ　　　　　　　軸
　　　　　８　　　　　　　　突起
　　　　　９　　　　　　　　切溝
　　　　　１２　　　　　　　支持金具
　　　　　１３　　　　　　　支持金具
　　　　　１５　　　　　　　ベース
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　　　　　Ａ　　　　　　　　内向き
　　　　　Ｂ　　　　　　　　外向き
　　　　　Ｈ　　　　　　　　ホイールコンベア
【手続補正書】
【提出日】平成21年2月10日(2009.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対峙関係となる対の内向き上端辺、及びこの対の上端辺間に形成した開口、並びにこの
対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及びこの対の上下端辺にそれぞれ
連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、この対の受け溝の下端辺に、
それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と、この対の傾
斜連続部より垂下した対の垂直下側面部と、この対の垂直下側面部に、それぞれ連設した
底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で構成した対の下側面部と、前
記対の上側面部は、この対の垂直下側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成し、また、前記
対の下側面部のそれぞれの下端に連結した底部で、短手方向を形成し、この短手方向の形
状を、その長手方向に連続する構成としたフレームと、
　前記フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状
で、かつその長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、こ
の対の側面枠体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、この対の側面枠体に設けた
複数のホイールと、このホイールを回転自在に架承する、前記対の側面枠体の上面の長手
方向において適宜間隔で設けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成し
たホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベア。
【請求項２】
　対峙関係となる対の内向き上端辺、及びこの対の上端辺間に形成した開口、並びにこの
対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及びこの対の上下端辺にそれぞれ
連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、この対の受け溝の下端辺に、
それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と、この対の傾
斜連続部より、底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で構成した対の
下側面部と、前記対の傾斜連続部と、この対の傾斜下側面部が連設した対の繋部が、前記
対の上側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成し、また、前記対の下側面部のそれぞれの下
端に連結する底部で、短手方向を形成し、この短手方向の形状を、その長手方向に連続す
る構成としたフレームと、
　前記フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状
で、かつその長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、こ
の対の側面枠体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、この対の側面枠体に設けた
複数のホイールと、このホイールを回転自在に架承する、前記対の側面枠体の上面の長手
方向において適宜間隔で設けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成し
たホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベア。
【請求項３】
請求項１、又は請求項２に記載のホイールコンベアであって、
　前記ホイールユニットの対の側面枠体の上面の長手方向に、適宜間隔をおいて、複数の
突起を設けるとともに、この突起を、前記対の側面枠体の上面に左右均等に配備する構成
としたホイールコンベア。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼製のフレームと、複数の樹脂製のホイールユニットで構成されたホイール
コンベアであって、フレームに複数のホイールユニットを組立て、かつ分解自在とし、掃
除が容易なホイールコンベアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のホイールコンベアとしては、種々の構造が提案されているので、以下、
順に説明する。
【０００３】
　文献（１）は、国際公開番号ＷＯ２００５／０７０７９２の「ホイールコンベア」であ
る。この発明は、左右のサポート板に開設したピン孔に、ホイールの車軸を差込み、この
ホイールをサポート板に回転自在に支持したホイールユニットと、このホイールユニット
のサポート板が、長手方向へ移動可能に挿入される対の第一溝形部、この対の第一溝形部
に、それぞれ連設される対の繋ぎ部、及び対の繋ぎ部に、それぞれ連設され、かつ前記第
一溝形部の上端に形成した口縁よりも外方へ膨らむ形に形成された対の第二溝形部、並び
にこの対の第二溝形部を繋ぐ底壁（この第二溝形部と底壁で、底部溝形部とする）で構成
したフレーム材とで構成されるものであり、ホイールユニットをフレーム材の溝内へ組入
れる構成であって、分解・掃除が容易であり、また、制振機能と、捕塵機能を備えたホイ
ールコンベアの提供を意図する。
【０００４】
　また、文献（２）は、特開平５－２３８５２７の「ローラコンベヤ」である。この発明
は、左右一対の側枠の内側の長手方向に向かって、それぞれ軸受板係合部を凹設し、この
軸受板係合部に、コンベヤローラの両端を支承する左右一対の軸受板を架承する構成であ
り、この軸受板係合部に、コンベヤローラの軸受板を複数基、抜差し自在に設けたことを
特徴とし、ローラコンベヤの組み立てを、簡単、かつ容易にすることを意図する。
【０００５】
　さらに、文献（３）は、実開昭６３－６７５２６の「ローラテーブルのローラ取付構造
」である。この考案は、左右一対の側枠の内壁の長手方向において、適宜間隔で挿入溝を
設け、この挿入溝に、ローラの支持ピンを挿入する構造であり、この支持ピンとローラが
相対回転自在とすることを特徴とし、ローラの取付け作業の容易化を意図する。そして、
この文献（３）は、ローラの荷重を、左右一対の側枠の内壁で支持し、この内壁より外方
に拡張した（外側に位置する）外壁に伝える構造であり、このローラに対する荷重を、フ
レーム全体で、支持することで、耐久性の向上と、荷重を効率的に分散し、例えば、金属
疲労の発生を回避すること等を意図する。
【０００６】
　また、文献（４）は、実開平４－９７７０９の「ホイールコンベヤ」である。この考案
は、左右一対のフレームの上端の逆Ｕ字状折曲げ部に支持溝を形成し、この支持溝の口縁
の外側に、フレームの本体部を設けた構成であり、この支持溝に、ホイールシャフトを嵌
入し、この支持溝の近傍に、球面状凸部を設けたことを特徴とし、例えば、ホイールシャ
フトのガタツキ防止と、また、このホイールシャフトの着脱の容易化と、ホイールシャフ
トの抜け防止を図ること等を意図する。
【０００７】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０７０７９２
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【特許文献２】特開平５－２３８５２７
【特許文献３】実開昭６３－６７５２６
【特許文献４】実開平４－９７７０９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　文献（１）は、対の第一溝形部に、ホイールユニットのサポート板（板材）を挿入する
構造である。従って、サポート板の挿脱が困難視されること、また、組付け作業の容易化
に問題を残すこと等の改良点がある。また、フレーム材は、端面視してコ字形の対の第一
溝形部と、繋ぎ部を介して設けた同形の対の第二溝形部と、この対の第二溝形部を繋ぐ底
壁で構成し、この第二溝形部を、第一溝形部のリップの口縁の外側に設けることと、前記
サポート板を板材とすることを特徴とする構造である。従って、搬送製品（物品・品物）
及び／又はホイールユニット（自重）による荷重（以下、荷重とする）に対して、弱く、
また、荷重を効率的に分散する構造でなく、例えば、金属疲労を招来する虞が考えられる
。
【０００９】
　また、文献（２）は、側枠に凹設した軸受板係合部に、コンベヤローラの両端を支承す
る軸受板（板材）を架承する構成である。従って、軸受板の挿脱が困難視されること、ま
た、組付け作業の容易化に問題を残すこと、又はこの側板は、板材であるので、耐荷重性
に対して問題が考えられること等の改良点がある。さらに、この文献（２）は、側枠は、
扁平鋼材と、軸受板係合部、タッププレート嵌合用空所等を備えた異形鋼材との一体構造
であることから、構造が複雑となること、コストの上昇を招来すること、又は組付け作業
の容易化に問題を残すこと等の問題点を有する。
【００１０】
　さらに、文献（３）は、左右一対の側枠の内外壁の位置関係と、傾斜した繋ぎ部を介し
て、荷重を支持する構造であり、有益である。しかし、この側枠にローラを、連続的に支
持することは、困難視されること、及び／又は、搬送製品の大きさ、形状等の形態が限定
されること等の改良点がある。そして、また、この文献（３）は、側枠の上部を外側方に
巻回し状に屈曲する二重壁構造であり、構造が複雑となること、また、製造に手間を要す
ること等の問題点を有する。
【００１１】
　また、文献（４）は、単独の支持溝に、一本のホイールシャフトを、個別に支持する構
造である。従って、ホイールを、連続的に支持することは、困難視されること、及び／又
は、搬送製品の大きさ、形状等の形態が限定されること等の改良点がある。そして、また
、この文献（４）は、フレームは、板材を押出し成形等で、垂直形状に成形加工した構造
であり、荷重に対して、弱く、また、荷重を効率的に分散する構造でなく、例えば、金属
疲労を招来する虞が考えられる。
【００１２】
　尚、文献（２）～（４）の発明、考案等では、分別資源及び／又はゴミ等の処理（取扱
い）を意図しないので、この分別の問題と、資源の有効利用、並びに再利用、さらにはコ
ストの削減化等（分別の合理化）に問題を残している。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明は、フレームを、対の受け溝と、外向きの対の傾斜連続部、並びに対の
垂直下側面部と、内向きの対の傾斜下側面部でなる対の下側面部と、並びにこの対の下側
面部に連結した底部で構成することで、荷重に対して、強く、また、荷重を効率的に分散
できる構造とし、例えば、金属疲労の発生を軽減すること、又はフレームを、押出し成形
か、又は引抜き成形で形成できる構成とすること等を意図する。また、この請求項１の発
明は、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に、簡易、かつスムーズに、組付け、
又は取外し（着脱）できる構造を提供すること、分別の合理化の追求（ホイールユニット
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の分別及び／又は組付け）を図りつつ、かつホイールユニットの着脱及び／又は分解の容
易化を図ること等を意図する。そして、この請求項１の発明は、ホイールユニットの対の
側面枠体に、複数のホイールを、簡易、かつスムーズに、着脱できる構造を提供すること
を意図する。さらに、請求項１の発明は、ホイールユニットの樹脂製の略半截筒柱形の対
の側面枠体間に、適宜間隔で差渡した、複数本の樹脂製の差渡し杆で構成することで、荷
重に対して、強く、また、荷重を効率的に分散できるホイールコンベアの構造を提供する
こと、また、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に、簡易、かつスムーズ、並び
に傷を付けずに、着脱できるホイールユニットの構造を提供すること等を意図する。
【００１４】
　請求項１は、対峙関係となる対の内向き上端辺、及びこの対の上端辺間に形成した開口
、並びにこの対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及びこの対の上下端
辺にそれぞれ連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、この対の受け溝
の下端辺に、それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と
、この対の傾斜連続部より垂下した対の垂直下側面部と、この対の垂直下側面部に、それ
ぞれ連設した底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で構成した対の下
側面部と、前記対の上側面部は、この対の垂直下側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成し
、また、前記対の下側面部のそれぞれの下端に連結した底部で、短手方向を形成し、この
短手方向の形状を、その長手方向に連続する構成としたフレームと、
　前記フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状
で、かつその長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、こ
の対の側面枠体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、この対の側面枠体に設けた
複数のホイールと、このホイールを回転自在に架承する、前記対の側面枠体の上面の長手
方向において適宜間隔で設けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成し
たホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベアである。
【００１５】
　請求項２の発明は、請求項１の目的を達成すること、この目的を達成するに最適な、フ
レームで、かつ荷重に対応できる（荷重を有効に吸収、かつ分散できる）構造を提供する
ことを意図する。また、この請求項２の発明は、請求項１の目的を達成すること、この目
的を達成するに最適で、かつ荷重に対して、強く、また、荷重を効率的に分散できるホイ
ールユニットの構造を提供することを意図する。
【００１６】
　請求項２は、対峙関係となる対の内向き上端辺、及びこの対の上端辺間に形成した開口
、並びにこの対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及びこの対の上下端
辺にそれぞれ連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、この対の受け溝
の下端辺に、それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と
、この対の傾斜連続部より、底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で
構成した対の下側面部と、前記対の傾斜連続部と、この対の傾斜下側面部が連設した対の
繋部が、前記対の上側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成し、また、前記対の下側面部の
それぞれの下端に連結する底部で、短手方向を形成し、この短手方向の形状を、その長手
方向に連続する構成としたフレームと、
　前記フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状
で、かつその長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、こ
の対の側面枠体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、この対の側面枠体に設けた
複数のホイールと、このホイールを回転自在に架承する、前記対の側面枠体の上面の長手
方向において適宜間隔で設けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成し
たホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベアである。
【００１７】
　請求項３の発明は、請求項１、又は請求項２の目的を達成すること、この目的を達成す
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るに最適な、ホイールユニットを、フレームの受け溝に着脱できる構造を提供することを
意図する。
【００１８】
　請求項３は、請求項１、又は請求項２に記載のホイールコンベアであって、
　前記ホイールユニットの対の側面枠体の上面の長手方向に、適宜間隔をおいて、複数の
突起を設けるとともに、この突起を、前記対の側面枠体の上面に左右均等に配備する構成
としたホイールコンベアである。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１の発明は、対峙関係となる対の内向き上端辺、及び対の上端辺間に形成した開
口、並びに対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及び対の上下端辺にそ
れぞれ連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、対の受け溝の下端辺に
、それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と、対の傾斜
連続部より垂下した対の垂直下側面部と、対の垂直下側面部に、それぞれ連設した底部に
向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で構成した対の下側面部と、対の上側
面部は、対の垂直下側面部と同じ垂直面に、それぞれ形成し、また、対の下側面部のそれ
ぞれの下端に連結した底部で、短手方向を形成し、短手方向の形状を、長手方向に連続す
る構成としたフレームと、
　フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状で、
かつ長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、対の側面枠
体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、対の側面枠体に設けた複数のホイールと
、ホイールを回転自在に架承する、対の側面枠体の上面の長手方向において適宜間隔で設
けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成したホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベアである。
【００２０】
　従って、この請求項１は、フレームを、対の受け溝と、外向きの対の傾斜連続部、並び
に対の垂直下側面部と、内向きの対の傾斜下側面部でなる対の下側面部と、並びにこの対
の下側面部に連結した底部で構成することで、荷重に対して、強く、また、荷重を効率的
に分散できる構造とし、例えば、金属疲労の発生を軽減できること、又はフレームを、押
出し成形か、又は引抜き成形で形成できる構成となること等の特徴を有する。また、この
請求項１は、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に、簡易、かつスムーズに、組
付け、又は取外し（着脱）できる構造を提供できること、分別の合理化の追求を図りつつ
、かつホイールユニットの着脱及び／又は分解の容易化が図れること等の実益を有する。
そして、この請求項１は、ホイールユニットの対の側面枠体に、複数のホイールを、簡易
、かつスムーズに、着脱できる構造を提供できる特徴を有する。そして、この請求項１は
、ホイールユニットの樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体間に、適宜間隔で差渡した、
複数本の樹脂製の差渡し杆で構成することで、荷重に対して、強く、また、荷重を効率的
に分散できること等の特徴を有する。また、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝
に、簡易、かつスムーズ、並びに傷を付けずに、着脱できること等の実益がある。
【００２１】
　請求項２の発明は、対峙関係となる対の内向き上端辺、及び対の上端辺間に形成した開
口、並びに対の上端辺に対して上下関係となる対の内向き下端辺、及び対の上下端辺にそ
れぞれ連設した対の上側面部で構成した略コ字形の対の受け溝と、対の受け溝の下端辺に
、それぞれ連設して底部に向かって、かつ外向きに傾斜した対の傾斜連続部と、対の傾斜
連続部より、底部に向かって、かつ内向きに傾斜した対の傾斜下側面部で構成した対の下
側面部と、対の傾斜連続部と、対の傾斜下側面部が連設した対の繋部が、対の上側面部と
同じ垂直面に、それぞれ形成し、また、対の下側面部のそれぞれの下端に連結する底部で
、短手方向を形成し、短手方向の形状を、長手方向に連続する構成としたフレームと、
　フレームの長手方向の受け溝に挿入される、短手方向において膨出したアーチ形状で、
かつ長手方向の端部をＲ形状とした樹脂製の略半截筒柱形の対の側面枠体と、対の側面枠
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体間に差渡し設けた複数本の差渡し杆と、また、対の側面枠体に設けた複数のホイールと
、ホイールを回転自在に架承する、対の側面枠体の上面の長手方向において適宜間隔で設
けた軸受凹部に装着される金属、又は樹脂製でなる軸で構成したホイールユニットと、
　で構成したホイールコンベアである。
【００２２】
　従って、請求項２は、請求項１の目的を達成できること、この目的を達成するに最適な
、フレームで、かつ荷重に対応できる（荷重を有効に吸収、かつ分散できる）構造を提供
できること等の特徴を有する。また、請求項２は、請求項１の目的を達成できること、こ
の目的を達成するに最適な、ホイールユニットであり、荷重に対して、強く、また、荷重
を効率的に分散できること等の特徴を有する。
【００２３】
　請求項３は、請求項１、又は請求項２に記載のホイールコンベアであって、
　前記ホイールユニットの対の側面枠体の上面の長手方向に、適宜間隔をおいて、複数の
突起を設けるとともに、この突起を、前記対の側面枠体の上面に左右均等に配備する構成
としたホイールコンベアである。
【００２４】
　従って、請求項３は、請求項１、又は請求項２の目的を達成できること、この目的を達
成するに最適な、ホイールユニットを、フレームの対の受け溝に着脱できる構造を提供で
きること等の特徴を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明の一例を説明する。
【００２６】
　図面の説明をすると、図１－１はフレームの第一実施例の斜視図、図１－２は図１－１
の正面図、また、図２－１はフレームの第二実施例の斜視図、図２－２は図２－１の正面
図、図３はホイールベース（対の側面枠体と、この対の側面枠体に設けた差渡し杆と、こ
の対の側面枠体の上面に軸受凹部を設けた構造のホイールベース）の平面図、図４－１は
ホイールユニットの第一実施例を示した分解図、図４－２はホイールユニットの第二実施
例を示した分解図、図５－１はフレームとホイールユニットの第一実施例との関係を示し
た斜視図、また、図５－２はフレームとホイールユニットの第二実施例との関係を示した
斜視図、図６－１は第一実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視図、
図６－２は第二実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視図、第７－１
は第一実施例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図、第７－２は第二実施
例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図である。
【００２７】
　図１－１、図１－２に示したフレーム１の第一実施例を説明すると、このフレーム１の
短手方向において、その上部分１００に開放側が向かいあう略コ字形でなる対の受け溝１
ａ、１ｂを設ける。そして、この対の受け溝１ａ、１ｂの対の上端辺１ａ１、１ｂ１が、
当該対の受け溝１ａ、１ｂの対の下端辺１ａ２、１ｂ２に対して、内向きＡに突出すると
ともに、それぞれの外側端部が、この上下位置関係を保持する対の上端辺１ａ１、１ｂ１
と、対の下端辺１ａ２、１ｂ２は、略垂直状の対の上側面部１ａ３、１ｂ３で連結する。
また、このフレーム１は、その中部分１０１に、前記対の下端辺１ａ２、１ｂ２の自由端
の内側より、それぞれ外向きＢに延設した対の傾斜連続部１ｃ、１ｄが連設される。さら
に、このフレーム１は、その下部分１０２に、前記対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに、それぞ
れ連続、かつ垂下した対の垂直下側面部１ｅ、１ｆと、対の垂直側面部１ｅ、１ｆの自由
端に、それぞれ連設し、かつ内向きＡに延設した対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈで構成する
。また、このフレーム１の底部分１０３に、前記対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈの自由端を
連ねる底部１ｉを設けるとともに、この底部１ｉには、第二実施例と同様に、凹部１ｉ１
形成し（図示せず）、この底部１ｉの弾性（荷重受入れ等）と耐久性を図ることができる
。そして、この対の受け溝１ａ、１ｂと、対の傾斜連続部１ｃ、１ｄ、並びに対の垂直下
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側面部１ｅ、１ｆ、及び対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈと、底部１ｉを連設する構造であり
、例えば、押出し成形か、又は引抜き成形で形成することが、経済性、かつ強度の均等化
、材料の削減化等に有効である。尚、この対の受け溝１ａ、１ｂから、外向きＢの対の傾
斜連続部１ｃ、１ｄ、並びにこの対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに連設した対の垂直下側面部
１ｅ、１ｆ、及び内向きＡの対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈ、及び／又は、底部１ｉのそれ
ぞれの位置関係を利用することで、例えば、荷重に対して、このフレーム１が有効に対処
し、弾性（荷重受入れ等）と耐久性が図れること、肉厚の軽減化、軽量化と、低コスト化
、ＣＯ２の削減化等に寄与できる。尚、前記対の受け溝１ａ、１ｂは、後述するホイール
ユニットが挿入されることと、このホイールユニットが挿入された際に、フレーム１には
、後述するホイールが装着され、かつこのホイールの上面が、フレーム１より突出するた
めの開口２が、その長手方向に連続して形成（上端辺１ａ１、１ｂ１の自由端間で形成）
される。この例では、対の垂直下側面部１ｅ、１ｆ、及び対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈで
、対の下側面部を構成する。
【００２８】
　次に、図２－１、図２－２に示したフレーム１の第二実施例を説明すると、このフレー
ム１は、第一実施例と、その上部分１００の対の受け溝１ａ、１ｂと、その中部分１０１
の対の傾斜連続部１ｃ、１ｄは、同じ構造である。そして、このフレーム１は、その下部
分１０２に、前記対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに、それぞれ連続、かつ内向きＡに延設した
対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈで構成する。尚、この対の傾斜連続部１ｃ、１ｄと、対の傾
斜下側面部１ｇ、１ｈの連設部となる対の繋部１Ｊ、１ｋは、前記対の上側面部１ａ３、
１ｂ３と同じ垂下位置にあり、例えば、荷重に対して、このフレーム１が有効に対処し、
弾性と耐久性が図れること等に寄与できる。また、このフレーム１の底部分１０３に、前
記対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈの自由端を連ねる底部１ｉを設けるとともに、この底部１
ｉには、内側に窪んだ凹部１ｉ１を形成し、例えば、この底部１ｉに弾性と耐久性等を付
与することを意図する。尚、第一実施例と同様に、凹部を形成しない（図示せず）ことも
可能である。そして、この対の受け溝１ａ、１ｂと、対の傾斜連続部１ｃ、１ｄ、並びに
対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈと、底部１ｉを連設する構造であり、例えば、押出し成形か
、又は引抜き成形で形成することが、経済性、かつ強度の均等化、材料の削減化等に有効
である。尚、この対の受け溝１ａ、１ｂから、外向きＢの対の傾斜連続部１ｃ、１ｄ、並
びにこの対の傾斜連続部１ｃ、１ｄに連設した内向きＡの対の傾斜下側面部１ｇ、１ｈ、
及び／又は、底部１ｉのそれぞれの位置関係を利用することで、荷重に対して、このフレ
ーム１が有効に対処し、弾性（荷重受入れ等）と耐久性が図れること、肉厚の軽減化、軽
量化と、低コスト化、ＣＯ２の削減化等に寄与できる。この例では、対の傾斜下側面部１
ｇ、１ｈが、対の下側面部を構成する。
【００２９】
　続いて、図４－１に示したホイールユニット４の第一実施例を説明すると、このホイー
ルユニット４は、樹脂製の略半截筒柱形（緩衝効果と、騒音抑制等が図れる）の対の側面
枠体４ａ、４ｂと、対の側面枠体４ａ、４ｂ間に差渡し設けられた複数本の差渡し杆５、
５ａ・・・・・５ｎ（５とする）で構成されており、対の側面枠体４ａ、４ｂは、短手方
向において膨出したアーチ形状で、かつその長手方向の端部をＲ形状４ｃ、４ｄとすると
ともに、対の側面枠体４ａ、４ｂの上面の長手方向に適宜間隔で、軸落込み方式の軸受凹
部６、６・・・・・６ｎ（６とする）を形成し、軸受凹部６に、金属、又は樹脂製でなる
多数のホイール７の軸７ａを、それぞれ装着（落込み装着）する構成である。このホイー
ルユニット４の構成と、ホイールの落込み構成を利用することで、前述の分別の合理化の
追求でき、かつホイールユニット４の各パーツ（例えば、対の側面枠体４ａ、４ｂに取付
けられる後述するホイール７、軸７ａ等）の着脱及び／又は分解の容易化が図れること等
の特徴がある。そして、この対の側面枠体４ａ、４ｂの上面の適所に、突起８、８・・・
・・８ｎ（８とする）を設けるとともに、下面の適所に、切溝９、９・・・・・９ｎ（９
とする）を設ける。この突起８は、フレーム１の対の受け溝１ａ、１ｂに差込み容易とす
ること、緩衝効果（ガタツキ防止）と、騒音抑制等を意図する。また切溝９は軽量化と、
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コスト、ＣＯ２等の削減化が図れる。また、突起８は、この例では、軸受凹部６間に設け
られており、軸７ａの脱該防止と、回転の効率化、又は緩衝効果等を意図する。そして、
本発明では、対の側面枠体４ａ、４ｂ間に、複数本の差渡し杆５が、差渡し設けられる構
成であり、このホイールユニット４のフレーム１への挿入時に、ホイールユニット４の歪
み防止効果（芯ずれ防止）と、挿入の容易化等に有効である。
【００３０】
　次に、図４－２に示したホイールユニット４の第二実施例を説明すると、この第二実施
例は、第一実施例と、略同じであり、ホイール７の寸法（径）が相違する。その他は、前
述の例に準ずる。
【００３１】
　そして、このフレーム１に対して、ホイールユニット４を組付ける場合には、図５－１
と、図５－２に示した如く、このフレーム１の対の受け溝１ａ、１ｂに差込み、その対の
上端辺１ａ１、１ｂ１と、対の下端辺１ａ２、１ｂ２、並びに対の上側面部１ａ３、１ｂ
３の溝形空間に、組付ける。その数は、ホイールユニット４の長さにより変わる構造であ
り、フレーム１の長さと、要望に対応する。そして、この差込みの際に、対の側面枠体４
ａ、４ｂの一方端、又は両方端に設けたＲ形状４ｃ、４ｄを利用し、容易で、かつ折損を
少なくして、差込み可能とする。この組付け後に、フレーム１の対の上端辺１ａ１、１ｂ
１よりホイール７が露出することで（図示しない）、搬送製品を、傷を付けることなく、
静寂に、確実、かつスムーズに搬送できる。また、ホイールユニット４の取外しは、前述
の逆の操作である。
【００３２】
　尚、図７－１、図７－２に如く、組立てた少なくとも、一本、又は二本以上のホイール
コンベアＨの両体に、支持金具１２、１３を取付けることで、このホイールユニット４の
組付けを保障すること（抜け防止）と、このホイールコンベアＨのベース１５への容易、
かつ確実な組付け、また、ホイールコンベアＨ及び／又はベース１５の分解等を意図する
。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１－１】図１－１はフレームの第一実施例の斜視図
【図１－２】図１－２は図１－１の正面図
【図２－１】図２－１はフレームの第二実施例の斜視図
【図２－２】図２－２は図２－１の正面図
【図３】図３はホイールベース（対の側面枠体と、この対の側面枠体に設けた差渡し杆と
、この対の側面枠体の上面に軸受凹部を設けた構造のホイールベース）の平面図
【図４－１】図４－１はホイールユニットの第一実施例を示した分解図
【図４－２】図４－２はホイールユニットの第二実施例を示した分解図
【図５－１】図５－１はフレームとホイールユニットの第一実施例との関係を示した斜視
図
【図５－２】図５－２はフレームとホイールユニットの第二実施例との関係を示した斜視
図
【図６－１】図６－１は第一実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視
図
【図６－２】図６－２は第二実施例のホイールコンベアと支持金具との関係を示した斜視
図
【図７－１】第７－１は第一実施例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図
【図７－２】第７－２は第二実施例のホイールコンベアの使用状態の一例を示した斜視図
【符号の説明】
【００３４】
　　　　　１　　　　　　　　フレーム
　　　　　１００　　　　　　上部分
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　　　　　１０１　　　　　　中部分
　　　　　１０２　　　　　　下部分
　　　　　１０３　　　　　　底部分
　　　　　１ａ　　　　　　　受け溝
　　　　　１ａ１　　　　　　上端辺
　　　　　１ａ２　　　　　　下端辺
　　　　　１ａ３　　　　　　上側面部
　　　　　１ｂ　　　　　　　受け溝
　　　　　１ｂ１　　　　　　上端辺
　　　　　１ｂ２　　　　　　下端辺
　　　　　１ｂ３　　　　　　上側面部
　　　　　１ｃ　　　　　　　傾斜連続部
　　　　　１ｄ　　　　　　　傾斜連続部
　　　　　１ｅ　　　　　　　垂直下側面部
　　　　　１ｆ　　　　　　　垂直下側面部
　　　　　１ｇ　　　　　　　傾斜下側面部
　　　　　１ｈ　　　　　　　傾斜下側面部
　　　　　１ｉ　　　　　　　底部
　　　　　１ｉ１　　　　　　凹部
　　　　　１Ｊ　　　　　　　繋部
　　　　　１ｋ　　　　　　　繋部
　　　　　２　　　　　　　　開口
　　　　　４　　　　　　　　ホイールユニット
　　　　　４ａ　　　　　　　側面枠体
　　　　　４ｂ　　　　　　　側面枠体
　　　　　４ｃ　　　　　　　Ｒ形状
　　　　　４ｄ　　　　　　　Ｒ形状
　　　　　５　　　　　　　　差渡し杆
　　　　　６　　　　　　　　軸受凹部
　　　　　７　　　　　　　　ホイール
　　　　　７ａ　　　　　　　軸
　　　　　８　　　　　　　　突起
　　　　　９　　　　　　　　切溝
　　　　　１２　　　　　　　支持金具
　　　　　１３　　　　　　　支持金具
　　　　　１５　　　　　　　ベース
　　　　　Ａ　　　　　　　　内向き
　　　　　Ｂ　　　　　　　　外向き
　　　　　Ｈ　　　　　　　　ホイールコンベア


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

